
＜アーカイブ活用にとって最大の問題点＞ 



それはアーカイブに取ってだけではなく、 
今後のコンテンツ利用全般において、 
どうしても解決しなければならない問題点だろう。 
 
オーファンワークス。 
 



４.制度のイメージ 

＜拡大集中処理＞ 

文化庁 

登録・認可 
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登録団体 
 ・オーファン処理 

音楽などその分野において、 
管理率が高く、管理外の 
著作物についても、 
大部分を管理する団体が 
許諾を出せるとする処理方法。 

報告 

従来の裁定制度 

その他、著作物の管理率が 

大部分を占めていない分野
で、その分野の団体が指定
団体の要件を備えている場
合に実現する。 

具体的には、権利者捜索の
相当の努力を代行する能力
があるか否かによって、判
断される。 

管理団体が、管理著作物と 
同様のシステムで、オーファン作品に 
許諾を出すことができるシステム。 
利用者に探索義務はない。 
また、使用料も管理著作物と 
同様になる 

＜拡張裁定制度＞ 
（裁定業務一部委託制度） 

一定の探索について、 
その業務を指定団体に委託することができ、 
利用者のサーチコストを低減するとともに、 
権利者の希望する、利用と支払いが 
同時に実行され、不明の場合の使用料が、 
一部でも権利者に還元される仕組みを 
裁定制度の枠内で実現する方法。 

＜裁定制度＞ 

裁定の拡大に関するプラン 

その他、著作物の管理率が 

大部分を占めていない分野
で、その分野の団体が指定
団体の要件を備えていない
場合、従来の裁定制度を利
用する。 



＜裁定制度の一部業務代行＞ 

利用者が利用を希望 

相当の捜索 

利用 

相当の探索を依頼 

団体が一定のルーチンに基づいて探索 

権利制限の対象（著作者不明）であることを 
団体が担保する。 

＜相当の探索委託制度＞ 

業務委託 

       文化庁 

登録・認可 

各分野での利用を勘案し、一定要件を満たした場合、 
探索業務の代行を委託する。 

WEBで継続的に公示 
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業界団体 

手数料の支払い 

著作者不明の著作物について、登録団体が相当の探索を、 
委託を受けて代行することができるシステム。 

報告 

拡張裁定制度プラン 

供託金と手数料の支払 

＜現在の裁定制度＞ 

裁定の申請・手数料支払 

権利者捜索プロセス 
（ネットでの公示等） 

裁定の決定 

供託金の支払 

期
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４.制度のイメージ 



オーファンワークスの利活用について 

オーファンワークス 
権利制限により掲載 

閲覧 権利所在データベース 

ナショナルデジタルアーカイブ・システム 

 

利用者 
利用 

オーファンワークス処理 

利用開始のトリガーは孤児作品認定によるアーカイブ化と公開 

オーファンワークス認定 
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４.制度のイメージ 



＜拡張裁定制度実証実験実施イメージ＞ 

・オーファンの企業内複製のリクエスト 

契約企業 

集中処理機構 

・著作者不明の書籍の電子化についてのリクエスト 

書籍電子化 

月次処理で裁定制度を利用 

文化庁へ申請 

＜ベースとなる裁定利用＞ 
月次で軽微な利用を大量（200～1000）集めることで 
コストについて、著作物１点あたりの単価を最低限に 
押さえるために機能する。 
２００点⇒ 
￥21.000（概算コスト/１申請）/点数＝￥105/1著作物 

拡大裁定制度利用者 

利用申請 

利用したい著作物 

申請代行手数料（￥5.000程度？） 
※5件申請があれば採算が取れる 

・著作者探索の相当の努力 
・裁定の申請 

行政書士による申請の代行 



＜制度変更のイメージ＞ 

文化庁による裁定の判断 

利用者による相当の努力 

￥13.000(手数料・現在） 

文化庁による裁定の判断 

￥13.000(手数料） 

委託団体による業務 

￥6.500・業務が1/2ならば、 

手数料も1/2が妥当？ 

法改正が必要 

より少ないベースとなる裁定利用で申請が可能となり、 

（手数料が低いため、少ない数でも著作物ごとの単価が下がる） 
裁定が出るまでの時間が短縮される。 

ただし、現在は７日間のHPでの掲示が必要なため、最短で一週間。 

これより短くするためには法改正が必要。 

（拡張裁定制度） （現行裁定制度） 

利用料￥5.000程度 

(供託金は別） 
 

利用までの時間 

４日程度 

※このイメージでは、 

  利用が増えれば増えるほど著作物ごとの手数料は安くなる。 

  また、これにより、著作物のまとめなければならない数が減り、 

  より迅速な処理が可能となる。 

目標 



＜今後４年で実施すべき施策＞ 

アーカイブの中心となる組織を設置すること。 

必要なのは、組織、予算、ポータルサイト。 

ステップー１ ・ポータルサイトの設置(民間とも連携） 
         ・現在あるデータベースの串刺し検索 

 

ステップー２ ・コアとなるアーカイブの設置 

 

ステップー３ ・商業利用まで含めた許諾システムの整備 

         ・オリンピックでの活用を実現 

（例） 
 文化省の設置 

 情報アーカイブ庁の設置 


